
■ 基礎控除の判定フロー 

 

本人の所得金額（給与の収入金額） 

 

132万円以下 

（2,003,999円以下） 

 

132万円超～ 

336万円以下 

（2,003,999円超～ 

4,751,999円以下） 

336万円超～ 

489万円以下 

（4,751,999円超～ 

6,655,556円以下） 

489万円超～ 

655万円以下 

（6,655,556円超～ 

8,500,000円以下） 

655万円超～ 

1,805万円以下 

（8,500,000円超～

20,000,000円以下） 

 

 

基礎控除額 

95万円 88万円 68万円 63万円 58万円 

 

(注) このフローは、年末調整の対象となる給与の収入金額が 2,000万円以下の部分のみです。 

 

 


